別記様式第16号(第32条関係)

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　様


長門市固定資産評価審査委員会　　　


審査決定通知書


　あなた(審査申出人)が　　年　　月　　日付けで提起した　　　年度固定資産課税台帳登録価格に係る審査の申出について、別添審査決定書正本(副本)のとおり審査の決定をしたので、地方税法第433条第12項の規定により通知します。
　なお、この決定に不服がある場合は、地方税法第434条及び行政事件訴訟法第14条の規定により、この審査決定書を受け取った日から起算して、3箇月以内にその取消しの訴えを裁判所に提起することができます。
